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公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

○
佐
賀
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
号
） 

１ 

地
方
独
立
行
政
法
人
佐
賀
県
立
病
院
好
生
館
の
設
立
に
伴
い
、
知
事
部
局
の
職
員
の
定

数
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
関
係
） 

２ 

警
察
職
員
の
う
ち
警
察
官
の
定
数
を
一
、
六
六
九
人
に
増
員
し
、
警
察
官
の
階
級
別
定

員
を
改
正
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
及
び
別
表
関
係
） 

３ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
１
に

つ
い
て
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
佐
賀
県
立
病
院
好
生
館
の
成
立
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ

と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
及
び
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
号
） 

１ 

佐
賀
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
一
条
関
係
） 

 
 

 

配
偶
者
が
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
そ
の
他
の
法
律
に
よ
り
育
児

休
業
を
し
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
も
、
育
児
休
業
、
育
児
短
時
間
勤
務
又
は
部
分
休
業

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。 

 
 

 

再
度
の
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
最
初
の
育
児
休
業
の
期
間
は
、
子
の
出
生

の
日
か
ら
起
算
し
て
八
週
間
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
ま
で
と
す
る
こ
と
と
し
た
。 

２ 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
関
係
） 

 

月
に
六
〇
時
間
を
超
え
る
時
間
外
勤
務
に
係
る
時
間
外
勤
務
手
当
の
支
給
割
合
と

本
来
の
支
給
割
合
と
の
差
額
分
の
手
当
の
支
給
に
代
え
て
正
規
の
勤
務
時
間
に
お
い

て
も
勤
務
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
日
又
は
時
間
（
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
）
を
指
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
制
度
を
新
設
す
る
こ
と
と
し
た
。 

 
 

 

配
偶
者
が
常
態
と
し
て
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
職
員
に
つ
い
て
も
、
早
出
遅

出
勤
務
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。 

中
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
看
護
す
る
場
合
の
特
別
休
暇
の
期

(2) (1) (2) (1) (3) 
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間
に
つ
い
て
、
子
が
二
人
以
上
の
場
合
は
一
〇
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
そ
の
都

度
必
要
と
認
め
る
期
間
と
す
る
こ
と
と
し
た
。 

配
偶
者
、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
そ
の
他
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者

（
以
下
「
対
象
家
族
」
と
い
う
。
）
で
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
日
常
生
活
を

営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
の
介
護
を
行
う
場
合
に
、
一
の
年
に
お
い
て
五
日
（
対

象
家
族
が
二
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
〇
日
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
そ

の
都
度
必
要
と
認
め
る
期
間
の
特
別
休
暇
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。 

３ 

こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
２
の 

に

つ
い
て
は
、
平
成
二
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

４ 

佐
賀
県
職
員
給
与
条
例
ほ
か
二
条
例
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
及
び
佐
賀
県
公
立
学
校
職
員
給
与
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
号
） 

１ 

佐
賀
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
一
条
関
係
） 

 

⑴ 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関

す
る
法
律
、
浄
化
槽
法
及
び
地
方
自
治
法
に
基
づ
く
事
務
の
一
部
を
市
町
が
処
理
す
る

こ
と
と
し
た
。 

⑵ 

自
然
公
園
法
の
改
正
に
伴
い
、
引
用
条
項
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。 

２ 

佐
賀
県
公
立
学
校
職
員
給
与
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
関
係
） 

 
 

県
費
負
担
教
職
員
に
係
る
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
及
び
通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事

務
の
う
ち
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
を
市
町
が
処
理
す
る
こ
と
と
し
た
。 

３ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
１
の

⑴
の
う
ち
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
同
年
六
月
一
日
か
ら
、
１

の
⑵
に
つ
い
て
は
自
然
公
園
法
及
び
自
然
環
境
保
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

４ 

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。 

(4) 

(1) 
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○
佐
賀
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
号
） 

１ 
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
土
壌
処
理
業
の
許
可
の
更
新
の
申
請
等
に
対

す
る
審
査
に
係
る
手
数
料
の
額
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
別
表
第
一
関
係
） 

２ 

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
令
の
規
定
に
基
づ
く
技
能
検
定
試
験
の
実
施
に
係
る
手
数

料
の
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
別
表
第
一
関
係
） 

３ 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

４ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
３
に

つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

５ 

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
立
学
校
授
業
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
六
号
） 

１ 

県
立
高
等
学
校
の
授
業
料
は
、
徴
収
し
な
い
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
授
業
料
を
徴

収
し
な
い
こ
と
が
県
立
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
に
要
す
る
経
費
に
係
る
生
徒
間
の
負

担
の
公
平
の
観
点
か
ら
相
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
教
育
委
員

会
が
認
め
る
と
き
は
、
授
業
料
を
徴
収
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
条
の
二
関
係
） 

２ 

授
業
料
及
び
聴
講
料
の
納
付
に
つ
い
て
、
教
育
委
員
会
が
別
に
指
定
し
た
場
合
は
、

そ
の
指
定
し
た
日
ま
で
を
納
付
期
限
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
条
の

二
関
係
） 

３ 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

４ 

こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
２
に
つ
い

て
は
、
平
成
二
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

５ 

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
公
立
学
校
職
員
特
殊
勤
務
手
当
及
び
へ
き
、
、
地
手
当
支
給
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
（
条
例
第
七
号
） 

１ 

公
立
学
校
に
副
校
長
を
置
く
こ
と
に
伴
い
、
佐
賀
県
公
立
学
校
職
員
特
殊
勤
務
手
当

及
び
へ
き
、
、
地
手
当
支
給
条
例
の
ほ
か
四
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
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た
。 

２ 
こ
の
条
例
は
、
平
成
二
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
立
学
校
職
員
及
び
佐
賀
県
市
町
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
（
条
例
第
八
号
） 

１ 

県
立
学
校
職
員
の
定
数
を
三
、
二
一
八
人
に
増
員
し
、
及
び
市
町
立
学
校
県
費
負
担

教
職
員
の
定
数
を
五
、
四
八
三
人
に
減
員
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
関
係
） 

２ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
九
号
） 

１ 

保
護
者
の
責
務
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
四
条
の
二
関
係
） 

２ 

青
少
年
の
定
義
に
つ
い
て
、「
六
歳
以
上
一
八
歳
未
満
」
を
「
一
八
歳
未
満
」
に
改
め

る
こ
と
と
し
た
。
（
第
八
条
関
係
） 

３ 

刃
物
類
の
定
義
に
つ
い
て
、
学
校
そ
の
他
の
教
育
施
設
に
お
け
る
学
習
に
必
要
な
も

の
及
び
日
常
生
活
に
お
い
て
使
用
す
る
も
の
を
除
く
こ
と
と
し
た
。
（
第
八
条
関
係
） 

４ 

有
害
図
書
等
と
す
る
基
準
に
つ
い
て
、
過
激
な
性
描
写
等
を
掲
載
す
る
ペ
ー
ジ
が
一

〇
ペ
ー
ジ
以
上
又
は
総
ペ
ー
ジ
の
一
〇
分
の
一
以
上
を
占
め
る
も
の
に
改
め
る
こ
と
と

し
た
。
（
第
一
三
条
関
係
） 

５ 

知
事
は
、
刃
物
類
の
形
状
、
構
造
又
は
機
能
が
人
の
生
命
、
身
体
若
し
く
は
財
産
に

危
害
を
及
ぼ
し
、
又
は
青
少
年
の
非
行
を
誘
発
し
、
青
少
年
に
所
持
さ
せ
る
こ
と
が
そ

の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
を
有
害
刃
物
類
と
し
て
指

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
四
条
関
係
） 

６ 

保
護
者
は
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
の
活
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
青
少

年
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
有
害
情
報
を
閲
覧
す
る
こ
と
等
が
な
い
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
八
条
の
四
関
係
） 

７ 

保
護
者
、
学
校
関
係
者
等
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
関
し
、
青
少
年
へ
の
教

育
及
び
啓
発
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
八
条
の
四
関
係
） 
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８ 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

９ 
こ
の
条
例
は
、
平
成
二
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
立
自
然
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
〇
号
） 

１ 

自
然
公
園
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

２ 

こ
の
条
例
は
、
自
然
公
園
法
及
び
自
然
環
境
保
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

３ 

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。 

○
地
方
独
立
行
政
法
人
佐
賀
県
立
病
院
好
生
館
の
設
立
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る

条
例
（
条
例
第
一
一
号
） 

１ 

地
方
独
立
行
政
法
人
佐
賀
県
立
病
院
好
生
館
の
設
立
に
伴
い
、
佐
賀
県
情
報
公
開
条
例

ほ
か
六
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
と
と
も
に
、
佐
賀
県
立
病
院
好
生
館
使
用
料

手
数
料
条
例
及
び
佐
賀
県
立
病
院
好
生
館
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
こ
と
と

し
た
。 

２ 

こ
の
条
例
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
佐
賀
県
立
病
院
好
生
館
の
成
立
の
日
か
ら
施
行
す

る
こ
と
と
し
た
。 

３ 

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。 

○
地
方
独
立
行
政
法
人
佐
賀
県
立
病
院
好
生
館
の
重
要
な
財
産
を
定
め
る
条
例
（
条
例
第
一 

二
号
） 

１ 

地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
四
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
地
方
独
立
行
政
法
人
佐

賀
県
立
病
院
好
生
館
が
譲
渡
し
、
又
は
担
保
に
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
知
事
の
認
可
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
財
産
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。 

２ 

こ
の
条
例
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
佐
賀
県
立
病
院
好
生
館
の
成
立
の
日
か
ら
施
行
す

る
こ
と
と
し
た
。 

○
地
方
独
立
行
政
法
人
佐
賀
県
立
病
院
好
生
館
に
職
員
を
引
き
継
ぐ
県
の
内
部
組
織
を
定
め 

る
条
例
（
条
例
第
一
三
号
） 
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１ 

地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
五
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
地
方
独
立
行
政
法
人

佐
賀
県
立
病
院
好
生
館
に
職
員
を
引
き
継
ぐ
こ
と
と
な
る
県
の
内
部
組
織
は
、
佐
賀

県
立
病
院
好
生
館
と
す
る
こ
と
と
し
た
。 

２ 

こ
の
条
例
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
佐
賀
県
立
病
院
好
生
館
の
成
立
の
日
か
ら
施
行
す

る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
工
業
等
振
興
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
四
号
） 

１ 

農
村
地
域
工
業
等
導
入
促
進
法
に
基
づ
く
工
業
等
導
入
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特

別
措
置
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
条
、
第
二
条
及
び
第
五
条
～
第
一
〇
条
関
係
） 

２ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

３ 

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
等
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
木
材
業
者
及
び
製
材
業
者
登
録
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
五
号
） 

１ 

登
録
の
拒
否
の
事
由
に
登
録
申
請
者
が
暴
力
団
員
等
で
あ
る
こ
と
等
を
加
え
る
こ
と
と

し
た
。
（
第
六
条
関
係
） 

２ 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

３ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

４ 

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
立
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
六
号
） 

１ 

吉
野
ヶ
里
歴
史
公
園
に
係
る
六
五
歳
以
上
の
者
の
入
園
料
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
別

表
第
三
関
係
） 

２ 

こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
条
例
及
び
国
営
土
地
改
良
事
業
負
担
金
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
七
号
） 

１ 

土
地
改
良
法
及
び
土
地
改
良
法
施
行
令
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
引
用
条
項

を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。 

２ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 


